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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
水分を含む食品素材中に於いて難分解性及び難溶性を示すとともに加熱を受けることで加
熱前の形状を留めることができる加熱食品用材料であって、
前記加熱食品用材料を前記食品素材に加えて加熱することで加熱食品として完成し、
前記食品素材を加熱して得られる食感と異なる食感を前記加熱食品に付与するためのもの
であって、
糖類、穀物粉（穀物から抽出した澱粉単体を除く）、呈味原料を必須原料とし、水分を調
整して混合生地とし、圧力下で前記混合生地に水分を浸潤させて混練生地とし、成形し、
乾燥してなることを特徴とする加熱食品用材料。
【請求項２】
請求項１に記載の加熱食品用材料を、水分を含む前記食品素材もしくは水分を加えた食品
素材とともに加熱してなることを特徴とする加熱食品。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願発明は、糖及び穀物粉を必須成分とする固形物であって、水分を多く含む食品素材
中においても難分解性、難溶性を示し、かつ焼成などの加熱を受けることで、当初の形状
をほぼ留めつつ、食品素材の水分で糖が溶解するとともに穀物粉が加熱され、物性変化を
起こして完成する加熱食品用材料に関する。より詳しくは、加熱された食品中に長期間保
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持されても加熱食品内でその形を維持し糖の再結晶が抑制された加熱食品用材料に関する
。さらに加熱食品用材料を利用した加熱食品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　発明者は、パン・菓子生地等に添加して、焼成することによりジャム様に変化する顆粒
に関する発明を特許出願しており、いずれも特許を得ている（特許文献１、特許文献２）
。
【０００３】
　特許文献１には、糖類と澱粉を主原料とする錠剤にフルーツの果汁やエキスを添加する
ことにより、安定した形状、栄養素、色彩、風味及び食感を維持できる打錠製品及びそれ
を利用した小麦粉加工食品が開示されている。
【０００４】
　特許文献１の請求項１に係る特許発明は、「フルーツ、糖類及び５％より多く２０％以
下の澱粉を含む練り混ぜた混合生地を乾燥、打錠した又は打錠、乾燥したことを特徴とす
る小麦粉加工食品用打錠製品。」である。
【０００５】
　また、特許文献２には、糖類、澱粉、呈味原料を主原料に、澱粉量の添加量を高め、総
水分量を少なく調整し、乾燥時間を短縮した製菓製パン材料と、それを用いて低価格で、
見た目に鮮やかでジューシーな食感の穀粉加熱加工食品が開示されている。
【０００６】
　特許文献２の請求項１に係る特許発明は「糖類、澱粉、呈味原料を必須原料とし、全原
料の総水分量を１２－２７重量％の範囲に調整し、混練し混合生地とし、続いて前記混合
生地を１ＭＰａ／ｍ２以上の高加圧下で浸潤させ、成型し、乾燥してなることを特徴とす
る製菓製パン用材料」であり、請求項２に係る特許発明は「請求項１に記載の製菓製パン
用材料を、穀粉加熱加工食品の生地に配合し、加熱することを特徴とする穀粉加熱加工食
品。」である。
【０００７】
　いずれの特許発明に係る製品も、菓子・パン生地等に、添加、混合され、生地の焼成等
の加熱とともに加熱されることで、澱粉が膨潤し、ジューシーな食感、まるでジャムのよ
うな物性に変化するタブレット、顆粒などである。これら素材は、従来の製菓・製パン業
界にない画期的な商品で、メーカー及び消費者にも注目され、機能性、食感、味において
、高い評価を得ている。さらに、それらの販売量は増加し、海外にも輸出され高い評価を
得ている。
【０００８】
　そして、特許文献１、２の特許発明に係る商品は、製菓・製パン生地に添加され、焼成
された場合、賞味期限が３日程度の一般的な菓子パン（販売保証期間５日間程度）などで
はジューシーな物性を十分維持することができる。
【０００９】
　しかし、残念ながら、１週間を経過すると、ジャム様化した部分が縮小して、生地に空
洞が形成されるとともに、糖の再結晶が発生し、見た目、食感的には異物のようであり、
特に、寒い時期や冷蔵冷凍保管品、流通製品において顕著であった。またカッティングな
どの際にベト付いて製品の断面や包装材を汚したり、焼成用の天板などに汚れを生じさせ
作業性を著しく損ねることとなっていた。　
【００１０】
　糖の結晶化を抑制するため、特許文献２に係る製品において、糖の配合量を減少させて
も糖の再結晶は抑制することができなかった。これは、加熱でジャム様化した部分の水分
が、菓子、パン生地に移行することが原因であると思われる。
【００１１】
　なお、菓子、パン生地の水分、油分などによって、水分移行速度が異なるため、使用で
きる菓子・パン生地組成を調整すること、使用する用途、例えばデニッシュ、パイなどで



(3) JP 5509235 B2 2014.6.4

10

20

30

40

50

あれば上記期間以上であっても、ジャム様化した形状を維持することもできる。しかし、
メーカーにパン生地の組成の調整を依頼し、或いは用途限定することは、加熱によってジ
ャム様化する商品の販路拡大の障害であった。
【００１２】
　特に、大手中小菓子メーカーの製品やお土産製品など１ヶ月以上の賞味期間を有するロ
ングライフの菓子、パン製品に利用においては、ジャム様化した部分の空洞、糖の再結晶
は極めて重大な問題である。
【００１３】
　また、酸味を強調した特許文献１、２に係る商品では、酸が澱粉質を切断する作用を有
するため焼成後、適正な硬さを発現させることが困難である上、焼成品内で長期内在させ
る場合には澱粉質の軟化が進み、適正な硬さを維持することが困難であった。切断される
ことによりブドウ糖が蓄積され、一層ブドウ糖の結晶を促進させることとなっていた。
【００１４】
　空洞化、糖の再結晶の問題を解決するため、特許文献１、２の改良を繰り返した。例え
ば寒天、セルロースなど添加して、加熱物を固化させる水分移行を遅らせる試みは、酸の
影響でそれらゲル化剤は固化せず、うまくいかなかった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１５】
【特許文献１】特開２００８－７９６０２号公報
【特許文献２】特開２００９－２０１４２３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
　そこで、本願発明は、糖及び穀物粉を必須成分とする固形物であって、水分を多く含む
食品素材中においても難分解性、難溶性を示し、かつ焼成などの加熱を受けることで、当
初の形状をほぼ留めつつ、食品素材の水分で糖が溶解するとともに穀物粉が加熱され、物
性変化を起こし、さらに加熱食品中に長期間保持されても加熱食品内でその形を維持して
空洞化せず、糖の再結晶も抑制する加熱食品用材料及びそれを用いた加熱食品を提供する
ことを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　上記の課題を解決するために、本願発明は、
（１）
糖類、穀物粉（穀物から抽出した澱粉単体を除く）、呈味原料を必須原料とし、水分を調
整して混合生地とし、圧力下で前記混合生地に水分を浸潤させて混練生地とし、成形し、
乾燥してなることを特徴とする加熱食品用材料の構成とした。
（２）
前記穀物粉として、トウモロコシ粉を含むことを特徴とする（１）に記載の加熱食品用材
料の構成とした。
（３）
前記穀物粉として、さらに小麦粉を含むことを特徴とする（２）に記載の加熱食品用材料
の構成とした。
（４）
前記糖類において、砂糖類又は／及び果糖が５－９０重量％の範囲であることを特徴とす
る（１）～（３）の何れかに記載の加熱食品用材料の構成とした。
（５）
（１）～（４）の何れかに記載の加熱食品用材料を、水分を含む食品素材もしくは水分を
加えた食品素材とともに加熱してなることを特徴とする加熱食品の構成とした。
【００１８】
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　加熱食品用材料の主原料は糖類と穀物粉である。さらに魅力的な品質とするために呈味
原料が必要となる。
【００１９】
　「糖類」としてはブドウ糖、砂糖類、果糖、乳糖、麦芽糖、水あめ、それらの糖アルコ
ール等食品に使用できる糖が採用でき、単独もしくは複数の糖類を使用することができる
。ここでは、糖類には食品添加物に区分される甘味料も含まれるものとし、必要に応じて
、甘味料を添加してもよい。
【００２０】
　特に、糖の再結晶の抑制・防止の観点から、ブドウ糖の添加量を抑えて、砂糖類（含蜜
糖である黒糖、和三盆、ザラメ糖である白双糖、グラニュー糖、車糖である上白糖、三温
糖、粉糖などショ糖を主成分とする糖類）や果糖、水あめを一定量以上、例えば加熱食品
用材料中において砂糖類又は／及び果糖を５－９０重量％の範囲で、好ましくは１０－６
０重量％の範囲で配合することが望ましい。
【００２１】
　「穀物粉」としては、穀物を碾いた粉、例えば、トウモロコシ粉、小麦粉、豆粉、芋粉
、米粉、粟粉、ひえ粉、きな粉、大麦粉、ライ麦粉などそれらの加工穀物粉等、一般に利
用できる穀物粉が使用でき、単独もしくは複数の穀類を使用することができる。澱粉単体
と穀物粉は、タンパク質、繊維質、ミネラル、その他組成において、本願発明においては
全く異なる物質である。
【００２２】
　穀物粉は、価格や性状、加熱食品用材料の品質から「トウモロコシ粉」や「小麦粉」が
望ましい。また、「トウモロコシ粉」と「小麦粉」の二種混合粉もしくはそれ以上の混合
粉でもいい。穀物粉は原料によりその食感が異なり、複数組み合わせることで希望する食
感へ近づけることが可能となる。
【００２３】
　例えば歯応えだけなら「トウモロコシ粉」だけでよいが、少し粘り気を加えたいなら「
小麦粉」を付け加える。また、「米粉」には独特の粘りとつやがあり、加熱食品用材料の
素材としても十分に期待できる。「えんどう豆粉」及び「きな粉」はそのままだと香りが
きつく粉自体がかなり茶色を呈しているので用途選択が重要である。「ひえ粉」は大変も
ろく粘りがないためまとまりが悪く、小麦粉や米粉などと併用するのがよい。いずれにし
ても穀物粉をある程度の量を配合することで、加熱食品用材料の縮小による空洞化を防ぎ
、糖の再結晶化を抑制できる。
【００２４】
　穀粉類を添加することで、押出し造粒においては、押出し圧力を低下させることができ
る。穀粉類は、繊維質、油分を含み、加熱食品用材料の混合生地の段階ではスクリーン通
過時の滑りをよくする。その結果、押出し造粒効率を向上させることができる。さらに、
従来品に単に砂糖類の添加量を増やして糖の再結晶を抑制すると、加熱食品用材料がパン
菓子生地に添加、混合されたとき、粒の崩壊がみられるが、穀粉類を添加すると、その崩
壊を抑制し、加熱食品用材の原型を保持し易くなる。
【００２５】
　穀粉類のなかでも、小麦粉は、加熱食品用材料の混合生地自体の一体性、結着性を高め
る効果がある。薄力粉、中力粉、強力粉の順に一体性を高める効果が増す。即ち、押出し
造粒した場合、小麦粉を添加すると、スクリーンの孔が円形であれば、押し出された生地
が円柱状、棒状に連続して押し出される。
【００２６】
　また、天然の穀物粉に限らず、澱粉と、タンパク質と、油脂と、繊維質とで調合され、
穀物粉に相当する成分比率とした混合物でも代用できる。その際、異なる素材からの各種
成分を混合してもよい。
【００２７】
　穀粉添加量は、糖の再結晶抑制、かつ加熱食品用材料の加熱食品中での撹拌における崩
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壊を抑制するためには、加熱食品用材料の乾燥時において、概ね１０－６０重量％、好ま
しくは２０－５０重量％とするとよい。
【００２８】
　「呈味原料」としては、フルーツ、生クリームやバター、ヨーグルト、チーズ等の乳製
品や乳加工品、卵や卵加工品、カスタードクリーム他各種クリーム、はちみつ、抹茶、コ
ーヒー、紅茶、メープルシロップ、チョコレート、ココア等の応用が可能である。
【００２９】
　フルーツとしては、ブルーベリー、ビルベリー、ストロベリー、クランベリー、リンゴ
ンベリー、レモン、ブドウ、オレンジ、リンゴ、トマト、バナナ、桃、さくらんぼ、マン
ゴー、メロン、スイカ、パイナップル、梨、グレープフルーツ等の一般に入手できるもの
であり、その形態は果汁、果実、ピューレ、ジュース、濃縮果汁、粉末、エキス(特定成
分)またはシロップやジュース、糖分や酸味料等を加えた加工品などが例示できる。
【００３０】
　さらに、糖の再結晶が抑制され、低糖化できることから、カレー、ガーリック、ケチャ
ップ、マヨネーズ、シナモン、黒糖、しょうゆ、酢、塩、マスタード、テリヤキソース、
とんかつソース、チリソース、ゆず等の各種調味量、辛子、胡椒等の各種香辛料、小豆、
かぼちゃ、アロエ、パセリ、トマト、セロリ等の野菜およびその加工品、キャラメル、ラ
ムネ等の各種嗜好品等、食せるものであればあらゆるものを本願発明の呈味原料とするこ
とが可能となる。
【００３１】
　その他の「呈味原料」としては植物油脂、動物油脂およびその加工品、澱粉、加工澱粉
、α化澱粉、タンパクや大豆タンパクなども有益である。添加物としては酸味料、着色料
、香料、乳化剤、増粘剤、結着剤、ゲル化剤、甘味料、ｐＨ調整剤、デキストリン、カル
シウム粉末等のミネラル原料等の食品に添加できるものなら利用することができる。ミネ
ラル、例えばナトリウム、カリウム、カルシウムなどの無機質は、糖の再結晶の抑制効果
もある。
【００３２】
　「加熱食品」としては、菓子・パン、料理、その他水分を含み、もしくは水分を加えて
加熱して完成する食品全般を含み、その供給形態はドライ、常温、冷蔵、冷凍いずれでも
構わないこととする。
【発明の効果】
【００３３】
　本願発明は、上記構成であるので、次の効果を奏する。先ず、従来同様、水分が多い加
熱用の食品素材の調整中に、本願発明は容易に分解、溶解することがない。食品素材が加
熱される熱で、本願発明中の糖、穀物粉が物性変化を起こし、加熱食品中に視覚的に異な
る色調、風味を点在させることができる。カット後の外観、食感、風味、香りにメリハリ
を付けることができる。
【００３４】
　さらに加熱食品と異なる食感をその食品に付与することができる。その際、糖類、穀物
粉の配合比を調整することで、加熱食品内での食感、歯ごたえ、軟質～硬質、を調整する
ことができる。即ち、本願発明である加熱食品用材料（以下、単に「加熱食品用材料」と
いうこともある）は、特許文献２の効果を具備している。
【００３５】
　その上で、穀物粉を用いることで、食品内に点在する加熱後の加熱食品用材料の変形（
縮小）に伴う空洞化も抑制され、さらに加熱後の加熱食品用材料からの生地等への水分移
行に伴って発生する糖の再結晶化を長期間抑制することができる。特に、菓子・パン製品
においては、ロングライフ製品に極めて有効である。また、糖類における砂糖類又は／及
び果糖の配合比率が１０－１００重量％、好ましくは２０－５０重量％の範囲に調整する
ことで、一層糖の再結晶化を抑制することができる。成形に支障がない範囲で水あめを用
いることでさらに糖の再結晶を抑制できる。なお、これら加熱食品用材料はロングライフ
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に限らず、短期で消費される食品においても使用できるのは勿論である。
【００３６】
　穀物粉として、トウモロコシ粉を採用すれば、低価格で安定的に入手でき、小麦粉を採
用すると、乳化剤や増粘剤等を添加することなく、押出しなどの加圧力、即ち整粒時の湿
潤圧力を低減することができる。その場合の生産性（押し出し速度、回数、量）は、特許
文献２の生産性の２～３倍である。
【００３７】
　特許文献２では、菓子、パン焼成後、ジャム様の物性を目指すこととしていたため、糖
分を高める方向にあった。さらに、特許文献２の組成では、糖含有量を混合生地において
５０重量％を下回る程度にしても、糖の再結晶を防ぐことはできなかった。しかし今回は
５２－６５重量％（試験例１、２）、６０－７５重量％（試験例４）、の糖分が含有され
ていても、特許文献２に比べて糖の再結晶を抑制することができた。
【００３８】
　また、特許文献２の一般的な配合においては糖類の配合率は８０－９０重量％と高く、
甘みがあっても違和感のないフルーツ風味の製品が大半であった。しかし、本願発明であ
る加熱食品材料において穀物粉を必須原料とし、２０－５０重量％配合する場合、食品内
の空洞化と糖の再結晶を抑制するだけでなく、低糖度化も可能になり、風味としてもフル
ーツに限らず、チーズなどの乳製品、マヨネーズ、カレー、茶、コーヒー、紅茶風味、中
華、デリカ風味の製品も可能になった。さらには、ニンジン、セロリ、芋、アロエ、キャ
ベツ、ガーリック風味など野菜味の製品も可能になる。そのため、広範な食品に利用範囲
が広がることとなる。茶、コーヒーなどカテキン、ミネラルを豊富に含むと、一層糖の再
結晶を抑制できる傾向にある。
【００３９】
　従来、パン生地に黒糖やメープルなどを混合すると発酵障害が起こり、それら風味のパ
ン商品化は難しく使用方法は限定的だった。しかし、本願発明にすることで生地発酵への
影響が少なくなり、発酵障害を有する風味であっても後付けすることなく、従来にないバ
ラエティにとんだ製品を作ることが容易になる。
【００４０】
　さらにガーリック製品などは混合するとミキサー等の機材に強く香りが残ってしまい、
その洗浄作業はとても労力を伴うものであった。しかし、本願発明においてガーリック風
味の加熱食品用材料を使うことでミキシングの最後の極短時間しか機材に接触しないため
、洗浄などの作業性の効率化という効果もある。また、マヨネーズやケチャップなどもそ
のままパン・菓子生地に混合してもあまり強くそれら原料の風味を表現することは難しか
ったが、本願発明のように細かい固形粒状にすることで、格段にその風味を表現すること
ができるようになる。水分の多いソースやドレッシングの代替原材料として利用され、今
までになかった画期的な調理パン、総菜パンの開発に有益である。
【００４１】
　加えて、フルーツ風味など、酸味が強い製品であっても、穀物粉を添加することで、焼
成後に適正な硬さを発現し易くなり、焼成後の生地内での経時的な軟化を抑制することが
できるようになった。
【００４２】
　また、穀物粉を採用することで、糖の再結晶を抑止しつつ、低糖化も容易になったため
、フルーツ系以外の風味の加熱食品用材料が容易かつ低廉で提供できるようになった。
【００４３】
　加えて、水分を含む食品素材に添加、或いは混合することで、加熱される食品全般への
応用が可能になる。例えば、和洋菓子・パンは勿論、和洋中華料理、炒め物、焼き物、蒸
し物など加熱料理などがある。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】本願発明である加熱食品用材料の配合の一例である。
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【図２】本願発明である加熱食品用材料の製造工程の一例（押出し造粒）である。
【図３】本願発明である加熱食品用材料の製造工程の一例（整丸、整粒）である。
【図４】本願発明である加熱食品用材料の製造工程の一例（プレス）である。
【発明を実施するための形態】
【００４５】
　以下、本願発明について、図面を参照しつつ詳細に説明する。
【実施例１】
【００４６】
　図１に、従来品と比較した、本願発明である加熱食品用材料の試験配合の一例を示した
。比較例１は、特許文献２の配合例である。穀物粉を添加していない。他方、試験例１～
４は、本願発明の加熱食品用材料の配合例である。いずれも、穀物粉を添加している。ま
た、本願発明においては、いずれも糖の再結晶は、特許文献２に係る発明より長期に抑制
されている。加熱後の加熱食品用材料の食感の評価は、パン生地に混合し焼成した後の評
価である。
【００４７】
・試験例１（標準品１）、試験例２（標準品２）
　それら試験例は、何れも穀物粉としてトウモロコシ粉、小麦粉を併用し、糖類の組成の
違いだけである。ブドウ糖は、成形の作業性がよく、生地の中での加熱後の残り具合も落
ち着く。価格だけならブドウ糖の方が上白糖より有利である。また、ブドウ糖は砂糖の７
０重量％程度の甘さであり、甘い種類だけでなくカレー、ガーリック、チーズ、マヨネー
ズ、野菜風味などにも応用していきやすくなる。糖の再結晶化は上白糖を使用したほうが
ブドウ糖より起こりにくい。ブドウ糖と上白糖をブレンドし調整することで作業性・経済
性とともに、粒の空洞化を防止して固形感を出し、糖の再結晶化の改善を図ることが可能
となる。また、穀物粉としてトウモロコシ粉、小麦粉単体の配合も可能である。
【００４８】
・試験例３（硬質品）、試験例４（軟質品）
　穀物粉の配合率を糖類配合量に近づけるよう高めると硬質（試験例３）になり、生地の
中にしっかりと包まれ、加熱後でも歯ごたえが十分にある。そして、時間の経過とともに
しっとりしてくる。小麦粉加熱食品に使用する場合はトウモロコシ粉などの穀物粉の割合
は加熱食品用材料全体の配合量の５０重量％位が適度である。加熱食品用材料の硬質度、
大きさ（体積）を調整することにより、販売開始時期（可食可能開始時期）を調整するこ
とができる。
【００４９】
　他方、一般的な料理である加熱食品に使用する場合は穀物粉の量が多くても、直火で加
熱されるため火通りの問題はなくなる。また、ひと粒あたりの大きさ体積を小さく調整す
ることで火通りや食感の改善は可能となる。
【００５０】
　また、加熱食品用材料を軟質化するのは加熱食品用材料中の穀物粉の配合量（重量％）
を下げるだけでよい（試験例４）。穀物粉の配合量を下げるほど特許文献２の物性に近づ
く。穀物粉の配合量が２５重量％を下回ると加熱後の加熱食品用材料の硬さはやわらかく
なる。２０重量％前後からはさらにやわらかくなりジャム状になる。
【００５１】
　生地をカットしたときに空洞がなくしっかりとした形を表現したい場合は、加熱食品用
材料中に少なくとも穀物粉の配合量は２５重量％以上必要である。さらに食感においても
ある程度の歯ごたえを望む場合は３０－３５重量％以上の穀物粉の配合量が望まれる。し
かしこの官能的な加熱食品用材料の加熱後条件は、加熱食品用材料のサイズ、混合する生
地の種類、保存期間の長さにより変化するので、適宜調整する。
【００５２】
・実施の変形例
　加熱食品用材料の形態や要望は様々である。糖の再結晶を抑制し、賞味期限の長い加熱
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食品用材料を目的としてきたが、冷凍パン菓子生地を作る場合においても固形感の残る加
熱食品用材料を希望する場合がある。このとき最終ユーザーは焼き立てベーカリーである
ため硬質加熱食品用材（試験例３）に近い加熱食品用材料では食する硬さになるまでの時
間がかかり過ぎ、包装後数時間から一晩、長い場合でも数日間、水分平衡によってしっと
り感がでるまで待つ必要があるため、使用は困難である。
【００５３】
　しかし、加熱食品用材料中の穀物粉の配合率を下げることでベト付かずしっとりしたや
や固形感のある従来にない製品を提供できる。試験例１および2以下の穀物粉の配合量が
適することもある。試験例１および2において、穀物粉が１４０重量以下の添加量の場合
は、加熱後、加熱食品用材料がやわらかくなりベト付く傾向になる。
【００５４】
　他方、糖の再結晶を６ヶ月年間抑制したい場合には、加熱後も硬質に仕上がる加熱食品
用材料（試験例３）を使用することで、水分平衡の為の数日から数週間経った後、安定す
る製品が優れている。加熱食品材料の形状により、期待する製品の中での水分平衡までの
日数は調整できる。
【００５５】
　特許文献２の発明における一般流通品、実績においては、糖類の配合率は８０－９０重
量％である。長期販売期間を必要とする加熱食品においては再結晶が発生してしまうので
、酸、糖組成、例えば水あめの使用、甘味料などを加え糖類の配合率を５０重量％以下ま
で下げたとしても、再結晶の抑止効果は十分ではなかった。他方、再結晶化を防止するた
め、多くの酸や水あめを加えると著しく生産性が低下してしまうことになる。また、加熱
食品の求められる風味によっては、酸味を強調できないものもある。
【００５６】
　しかし、標準品である加熱食品用材料（試験例１、２）では糖類が５２－６５重量％に
もかかわらず糖の再結晶は従来以上に抑制できることとなる。糖の再結晶化を抑制するに
は糖の量や種類だけの問題でなく、穀物粉の添加量が重要で、補助的であるが加熱食品用
材料のｐＨ値、ミネラル量、油脂量、加熱食品側の脂質量、水分量も影響する。糖の再結
晶は、加熱用食品材料に穀物粉やミネラル分が多く含有され、ｐＨ値が低く、さらに加熱
食品に脂質、水分が多ければ発生しにくくなる。また、糖類（甘味料）の一種であるソル
ビット(ソルビトールとも言う。) は保湿効果もあり再結晶の抑制には効果がある。
【００５７】
　また、生地の中に完全に内包して、加熱食品を密閉保存すれば再結晶は一層低下する。
生地の表面に現れた部分の加熱食品用材料であっても、その部分にラップやセロファンな
どを密着包装すれば、外気との接触が防がれて加熱食品からの水分の拡散が抑制され、再
結晶化しづらくなる。
【００５８】
　特許文献２に係る発明においては、糖類と澱粉の塊(例えば、９８重量％以上糖質を配
合されているもの)は、パン生地、販売期間によっては再結晶が発生し、成長しやすい。
この再結晶は無害であり食べることはできるが、消費者には異物のように感じられ、製品
としての販売は理解が得られない。
【００５９】
　その課題を克服するため。加熱食品用材料では、タンパク質や脂質、繊維分を多く含む
穀物粉を配合することで糖が分散され、結晶化やその成長を防いでいる。加熱食品用材料
の場合でも糖の組み合わせ、酸味料や水あめ、ミネラル、その他甘味料や再結晶抑制添加
物を使用した方がさらに糖の再結晶化は発生しにくくなる。また、糖類の配合量を減らし
て甘味料を配合し結晶化を防止する方法もある。
【００６０】
　加熱食品用材料の場合、穀物粉の配合率が高い場合には焼成後にある程度の時間生地や
食品内に留めることで食に適した状態になる。その必要時間は穀物粉の割合と加熱食品用
材料の形状・体積により変化する。穀物粉の配合割合が糖分と同等の場合(試験例３)はと
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ても長く数日以上かかる。逆に穀物粉の配合割合が加熱食品用材料（試験例１、２）や、
それ以下の場合は、特許文献２に係る発明のように焼き立て直後でも食することが可能と
なる。つまり配合穀物粉量が少なくなっていくに従い、特許文献２の発明に近づくと言う
ことである。
【００６１】
　また、一般的に大きな粒の加熱食品用材料では(粒の表面から芯までの距離が長いもの)
は食に適するまでの時間がかかる。大きい粒径より小さい普通サイズ、小サイズ、極小サ
イズになるにつれ食に適するまでの時間(水分の浸潤)は短くなる。
【００６２】
　穀物粉の配合率、加熱食品用材料の形状、混合生地の水分量と乾燥後の粒の水分活性値
(乾燥具合)により加熱食品用材料の食する時間が決定される。また、同じ条件でも生地の
中に混合した場合と表面に加熱食品用材料を乗せた場合ではその変化は大きく異なる。
【００６３】
　生地の中に加熱食品用材料が存在する場合は、生地から発生する蒸気により蒸し焼きに
され、加熱後においてもある一定時間３０－６０分間はその蒸されている状態は余熱によ
り続き、加熱食品用材料がやわらかく食するに適した状態になることを助けている。
【００６４】
　しかし、生地表面に配置、配合されたいわゆるトッピングの状態では加熱食品用材料は
乾燥されたオーブンの庫内で焼かれているだけでは、一部生地と接触している部位を除き
、生地からの水分移行はほとんどない。
【００６５】
　このような場合は加熱後において荒熱が取れてからビニール袋などに包装し数時間から
４日程度の時間が経過すると、十分な水分移行がおこり食するに適した状態になる。但し
、蒸気をたっぷり含んで加熱する蒸しパンや蒸しケーキ、蒸しまんじゅう等はこの限りで
なく、加熱食品用材料をトッピング利用しても加熱後ただちに食することができる。
【実施例２】
【００６６】
　以下、加熱食品用材料の製造方法の一例を図２～４を参照して説明する。糖類や穀物粉
および呈味原料の混合物は、圧力を高くすることで水分等の浸潤効果が高まる性質がある
。そこで加圧・混練・押出し造粒など手段を利用した。これにより水分の配合を減らして
も、しっかりした粒状の加熱食品用材料を得ることができる。
【００６７】
　相乗効果として水分の配合を減らすことで、大幅に乾燥工程の時間が短縮でき、コスト
や作業スペースにおいて省力化が可能になる。加熱食品用材料を作る方法として以下の三
種の方法が考えられる。
【００６８】
　但しいずれも原料混合後、生地に圧力を掛けて水分を糖類・穀物粉とその他呈味原料に
混合物に浸潤させるという基本原理は同じである。浸潤工程が重要であり、その後金属等
の小さな穴のあいたスクリーンを通過させてカットした造粒物にするか、製丸や整粒等の
成形加工を行うか、プレス機により水分が浸潤した生地をつくり、それをカットもしくは
破砕し乾燥・味付けしたものを利用するかは適宜用途により選択すればよい。
【００６９】
　図２に押出し造粒工程を示した。この他に従来からある製丸機や整粒機、プレス機によ
る成形を利用することも可能である。
【００７０】
　糖類や穀物粉、その他呈味原料との混合品に水分を添加して得られる生地は、造粒や製
丸、整粒成形もしくはプレス成形した場合、その機械圧力により水分の添加量は変化させ
る必要がある。即ち、大きな圧力がかかった場合は少ない水分で生地全体が浸潤する。な
お、手で成形する場合には、糖類や穀物粉とで生地を作る場合は、２４－３０重量％程度
の水分が必要である。しかし加圧混練造粒や製丸成形する場合はより少ない水分でないと
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生地がベト付いてしっかりした成形や造粒ができない。また乾燥時の時間を短縮するため
にも水分の低減は有効である。
【００７１】
　そこで、本発明では配合水分を加熱食品用材料の生地において、３重量％以上２０重量
％以下にすることとした。一見するとこの配合はとてもサラサラの状態のように見えるが
、圧力を加えて混練し造粒や製丸、整粒、もしくはプレス成形した場合、水分が生地全体
に浸潤し、成形できる程度な粘度の生地に仕上がる。何よりも乾燥・硬化工程が大幅に短
縮される。
【００７２】
　以上のような理由により、成形における最良の形態は押出し造粒による方法である。工
程の少なさや完成までの時間、生産性、設備にかかる投資費用や設置場所の広さ、日常に
おけるメンテナンスの容易さや加工技術の難易度。配合の汎用性や使用添加物の削減など
の点において、他の成形方法より優れている。
【００７３】
［（Ａ）押出し造粒］
　図２に示す工程にしたがって、糖類、穀物粉、ブルーベリーピューレ等の呈味原料を計
量し、混合機等により１－３０分間混合する。その他に着色料、酸味料、香料、セルロー
ス、アルファ化澱粉、増粘剤、乳化剤、ゲル化剤等の補助原料を混合することもできる。
また、ゼラチンや寒天とその加工品も含まれる（混合工程）。
【００７４】
　原料の基本配合は糖類を０.１－９９重量％、穀物粉を０.１－９９重量％、呈味原料を
０．０１－４０重量％の範囲で組み合わせる。好ましくは糖類を５－９０重量％、穀物粉
を１０－９０重量％、呈味原料を０．１－３０重量％であり、さらに好ましくは糖類が１
０－６０重量％、穀物粉が１５－７０重量％、呈味原料は１－２５重量％である。
【００７５】
　加熱食品用材料生地の混合においては必要量を計量した上で、まず粉体の原料から十分
に均一化されるように作業を始める。その上で液体等の原料を混合していくのがよい。材
料混合後、別の容器に混合生地を移し替えて、混合生地を落ち着かせる（生地休め工程）
。なお、時間をおかずに押し出し造粒機に投入してもよい。生地を休ませる場合は生地が
乾燥しないように注意する。混合生地を休ませた後、再度混合（再混合工程）してから加
圧押出し造粒の工程に入る。再混合工程は省略することも可能である。
【００７６】
　加圧押出し造粒工程（詳細は特許文献２、図４、図５及びそれらの関連記載を参照）に
おいては、モーターに接続したスクリューの回転により、投入された混合生地はスクリー
ンと呼ばれる０.３－３０ｍｍの穴の開いた面に押し込まれていく。
【００７７】
　スクリーンとは押出し機においてシリンダー内のスクリューが回転し生地を前方へ押し
込んで行く最終地点にカバーとして取り付けられた主に円形の金属製のふたである。その
部分に穴を開けることで生地は混練されながら排出される。スクリーンは、ダイス、プレ
ートと呼ばれる場合もある。
【００７８】
　生地を混練するにはスクリーンにあけられた穴の面積が重要となる。はじめは比較的直
径の大きな孔径の穴がいくつも開いたものを使用する。その後、加熱食品用材料に求めら
れる直径の大きさの孔径の穴に通す。この際、混合生地は回転するスクリューとスクリー
ンとの間で加圧され、自然と混練された状態になる。この工程で投入前にサラサラ、パサ
パサ状態の混合生地に水分が浸潤し成形可能な一塊の生地になる。つまり何度か加熱食品
用の混合生地を押出し機に通すことで、期待する粘度、水分の浸潤が図られた混合生地が
完成する。もちろん押出し機の能力により一度の押出しで、期待した大きさの加熱加工食
品を得ることも可能である。
【００７９】
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　最終的なスクリーンの穴のサイズは直径１－１０ｍｍ程度が適当である。またスクリー
ンの厚さも重要である。スクリーンの厚さが増すと混練の効率はよくなるが、造粒するた
めの圧力を高める必要がある。即ち、モーターの力を大きくしなければならない。モータ
ーを大きくすることで細い穴の中を混合物は水分が浸潤した状態で前に進む。しかし、モ
ーターの馬力を上げたり、スクリーン厚さを増やすと、造粒された生地の温度が上がった
り、機械の熱持ちの原因となり、生産性がかえって悪化する。
【００８０】
　押出機はある程度の熱があることでスムーズな押出し効果が現れるものの、加熱しすぎ
るとシリンダー内の生地は溶けてしまいスクリューが空回りして十分な押出し量が得られ
なくなることがある。一度に期待する大きさの造粒物が得られない場合はこの押出し作業
を何度か繰り返すことが必要である。
【００８１】
　一定のスクリュー圧力とスクリーンの厚さの場合、(孔径面積×孔数)／(スクリーンの
面積)により造粒負荷は決まる。但し極端に開孔面積が小さい場合はいくら圧力を高めて
も原料が熱を持ちスクリューは滑り始め、造粒されない。
【００８２】
　一般にモーターの馬力が大きい場合(単位面積当たりにかかる荷重圧力が大きい場合)は
配合する水分を少なくしても同じような造粒物が得られる。造粒された混合物がスクリー
ンから出てきたら、スクリーンの外部のカッターで、造粒物を適当な長さにカットする（
カット工程）。
【００８３】
　加熱食品材料をパン、菓子などの小麦粉加工食品に添加する場合は直径２－１０ｍｍ、
長さ２－１０ｍｍ程度の大きさであると汎用性がある。造粒物があまりに小さいと生地や
食品と同化して、本願発明の加熱食品用材料の効果が十分に発揮されないことがある。な
お、スクリーンの孔の形状は、円形だけでなく、四角、ハート形、その他多種多様の形状
とすることができる。
【００８４】
　小麦粉加工食品に使用する場合はあえてカットせずに細長い造粒物を作り、生地の混合
時におけるミキシング圧力により破砕させるという方法、この細長い造粒物を長く伸ばし
た生地に置き、パン生地を成形した後にカットするような使い方も可能である。
【００８５】
　その後、造粒物を休ませつつ造粒物を乾燥硬化させる（乾燥生地休め工程）。この際、
湿度を低く保った乾燥室を利用するとよい。さらに、送風機や流動層乾燥機等の各種乾燥
機を利用することで時間を短縮することができる。また、糖衣機のような回転する壷を利
用することも可能である。
【００８６】
　造粒物がしっかりと乾燥・硬化したら混合機等で香料等を添加する混合味付けの工程と
なる。それから計量、充填包装（計量充填包装工程）、金属探知機を通して（金属探知機
工程）、梱包、保管、出荷される（梱包保出荷工程）。
【００８７】
　最も生産効率のよい方法は押出し造粒であるが、加熱食品用材料の混合生地の混合の段
階で強い圧力を掛けて混合生地に水分等が浸潤し混練された状態となり、その上で押出し
等の造粒加工を施しても何ら問題ない。強力な混練機を投入するより、押出し造粒の際の
圧力を利用して造粒、成形を兼ねた押出し混練加工をする方が工程や設備投資の面で優れ
ている。
【００８８】
　重要なことは糖類や穀物粉その他の呈味原料からなる加熱食品用材料の混合生地に対し
て、十分に水分を浸潤させることであり、例えば、１ＭＰａ／ｍ２以上の圧力をかければ
十分可能である。
【００８９】
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　なお、ここで言う水分とは配合時に一般的に添加する水や水分を含むフルーツピューレ
や乳製品等であり糖類や穀物粉にあらかじめ含まれていて、その原料としての組成上必要
不可欠な水分は含まれていない。つまり出来上がった混合物、造粒物をハロゲン水分計等
で水分を測定した場合には、配合の見掛け上の水分量より１－１４重量％程度多くなる。
【００９０】
［（Ｂ）整丸、整粒］
　押出し造粒の他に、混練、湿潤した加熱食品用材料の混合生地を整丸機、整粒機を用い
て成形させることもできる。
【００９１】
　一般的な「製丸機」とは、機械上部にパンやうどんの生地のように十分混練された粉体
生地を載せ、自重もしくは送り装置等によりあらかじめ設けられた溝に順次ローラーによ
り混合生地押し込み、混合生地を角状に絞り出す。その後カットされた角状の混合生地は
、左右にスライドする板の間に送り込まれ、手のひらで粘土を丸める要領で、生地を丸く
成形する装置である。
【００９２】
　但し、生地に糖分が多く添加されていると、機械に生地がくっついてしまい稼働時間が
制限される。また、その清掃と清掃後の整丸機の乾燥に時間がかかり、成形効率は押出し
機に及ばないが、当該方法であっても実施可能である。
【００９３】
　「整粒機」とは、加熱食品用材料の混練された混合生地を、円筒型状の筒の中に落とし
、円筒型状の筒の底面には回転する円盤があり、造粒物は衝突を繰り返し、次第に角やバ
リが取れて、楕円や球形に加工する装置である。前記円盤はセンター部分がやや高くなる
傾斜が設けられ、筒内に熱風等の乾燥した風を送り込むことで、整型と乾燥を同時に行う
ことができるものもある。
【００９４】
　次に、図３を参照して、整丸、整粒による成形方法を説明する。原料の選定や配合、混
合工程、生地休め工程、再混合工程までは図２押出し造粒と同じである。製丸や整粒成形
加工を伴う場合はショ糖脂肪酸エステル等の乳化剤やセルロース、ゼラチン、増粘剤、安
定剤、ゲル化剤、α化澱粉、油脂等の添加により機械通りや混合生地の安定を改善できる
。プレス成形でも同様である。
【００９５】
　製丸機、整粒機には多種多様な機種があり整丸、整粒成形する方法も様々である。それ
らに共通するのは、加熱食品用材料の原料を加圧混練し、十分に水分を原料に湿潤させ、
適度な固さの混合生地を調整（加圧混練工程）し、球形等に成形することである。
【００９６】
　加圧混練工程を経た一塊の混合生地を適度な大きさに分割し（分割カット工程）、製丸
機や整粒機にかける（整丸、整粒工程）。それにより球形や角の取れた粒に成形される。
加熱加工食品に添加する場合は直径２－１０ｍｍ、長さ２－１０ｍｍ程度の大きさが適す
る。その後の工程は、図２の押出し造粒の乾燥生地休め工程以降と同じである。
【００９７】
［（Ｃ）プレス］
　次に、プレス成形について、図４を参照して説明する。原料の選定や配合は図２の押出
し造粒の場合と同じである。また、再混合工程までおよび混合味付け工程以降の工程も図
２と同じである。
【００９８】
　次にプレス機を利用して先の混合生地に圧力を掛けて、水分の浸潤を図る（プレス工程
）。混合の段階ではサラサラの状態であった混合生地が、プレス工程を経ることで完全な
一塊の生地となり成形加工に順応できる状態になる。
【００９９】
　プレス工程では加重圧力が大きいほど生地の浸潤効果は早まる。その加重圧力は例えば
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、１ＭＰａ／ｍ２以上の圧力をかければ十分可能である。圧力を１０－６００秒与え、生
地を折り返したりしながら数回プレスを掛ける。または流れ作業で間隔が徐々に狭くなっ
ていくローラー状のプレス機を数台並べて、その中を混合生地が通るようにして圧力をか
けてもよい。
【０１００】
　この後、一塊の浸潤した生地全体を乾燥・硬化（乾燥生地休め工程（左列））させた後
、破砕機等で分割カットしてもよい（粉砕工程）。又は必要に応じてローラーなどにより
伸展分割カットしてから乾燥・硬化させる（乾燥生地休め工程（右列））。粉砕工程を経
た場合には、ふるい等により所望の粒径の加熱食品用材料を得るために選別を行う（ふる
い選別工程）。小麦粉加工食品に添加する場合は直径２－１０ｍｍ、長さ２－１０ｍｍ程
度の大きさが適する。
【実施例３】
【０１０１】
　以下、加熱食品用材料の使用例を説明する。加熱食品用材料を食品の全重量比において
、０．１重量％以上９０重量％以下、より望ましくは１重量％以上２０重量％以下で、小
麦粉加熱食品に添加する
【０１０２】
［小麦粉加熱食品（Ａ）］
　小麦粉加熱加工製品（Ａ）には、食パン、フランスパン、バターロール、菓子パン、ブ
リオッシュ、ベーグル、ドーナツ、イングリッシュマフィン等が含まれる。
【０１０３】
・生地配合および仕込み焼成手順
　小麦粉を主原料として全重量比３０－７０重量％、準主原料として水０－４０重量％、
補助原料としてバター、マーガリン、動植物油脂、乳製品、卵製品、塩、砂糖、麦芽、大
豆粉、生イースト、ドライイースト、酵母、膨張剤等とした。
【０１０４】
　上記原料を用いて、小麦粉のグルテンが最適になるまで小麦粉とその他の材料を任意の
分量だけ混合する。ミキシングの最後に加熱食品用材料を投入し、０．１－５分程度混合
する。投入量は全重量比０．１重量％以上９０重量％以下の範囲で、より望ましくは１－
２０重量％が原価および官能的に適する。
【０１０５】
　混合された生地は、室温２５－４０℃の場所で３０－１２０分間静置して、元の生地の
大きさが２－３倍になるまで一次発酵をする。このとき生地が乾燥しないようにケースに
入れて蓋をするとよい。
【０１０６】
　その後生地内のガスを抜く為に生地を分割し丸め直す。再度室温２５－４０℃の場所で
３０－９０分生地を発酵させた後、生地を分割し１０－３０分休ませる。その後成形した
り具を詰めたり型に入れたりして約１０－６０分生地の大きさが１．５－３倍になるまで
二次発酵を取る。
【０１０７】
　発酵後１６０－２５０℃のオーブンに入れて１０－６０分かけて焼き上げる。食パンな
どの型に入れ、フタをして焼いたものは焼成直後に軽くショックを与えて生地内のガスを
抜くと形崩れを防ぐことができる。
【０１０８】
　ドーナツの場合は発酵後１５０－２００℃の油温で２－１０分ほど、ひっくり返しなが
らフライする。
【０１０９】
　いずれの商品もその製品の表面やカットされた断面に美しいフルーツ果汁やエキスの入
った粒が見ることができる。特許文献２に係る発明とは異なりしっかりとした形状が生地
の中に保たれており、穀物粉が水分を除いた配合全重量あたり２５重量％以上含まれてい
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る加熱食品用材料では空洞化現象が抑制された。また穀物粉の量が３０重量％以上の場合
は食感もしっかりとしたものが得られる。
【０１１０】
　なお、加熱食品用材料の穀物粉の配合比率が高い場合は、ミキシングのはじめの段階か
ら投入しても構わない。幾分、後から添加した場合に比べて、成形品の大きさは小さくな
るものの、生地全体をうっすらと色づかせることが出来る。糖類の配合比率が高い場合は
、ミキシングのはじめから投入すると、全く成形品が残らなくなる場合があるので、注意
が必要である。
【０１１１】
［小麦粉加熱食品（Ｂ）］    
　小麦粉加熱食品（Ｂ）は、メロンパンの皮である。       
・生地配合および仕込み焼成手順                                             
　メロンパンの皮の製造手順は次の通りである。ボウルにバターもしくはマーガリン等を
入れ泡だて器でクリーム状になるまで練り、砂糖を加えて白っぽくなるまで混ぜる。薄力
粉、膨張剤、水、場合によってはブランデーなども少々加えて手早くさっくりと混ぜ合わ
せる。
【０１１２】
　このときメロン皮重量比１－２５重量％重量相当の加熱食品用材料を加え混合する。ひ
とまとめにしてメロンパンの本体生地ができるまで冷蔵庫で休ませる。本体生地とは小麦
粉加熱食品（Ａ）に属すものであり、一次発酵が終えた生地を分割、丸めなおした後に当
メロン皮を平たく延ばしたものをしっかりとかぶせる。
【０１１３】
　その後メロン皮に模様を刻んだりグラニュー糖などをまぶしてもよい。それから３０－
４０分二次発酵を取って１７０℃前後で上火をかけないで１５分ほど焼成する。焼き上が
った直後に天板に軽くショックを与えて生地内のガスを抜くと形崩れしない。なお、加熱
食品用材料を成形後のメロン皮の上に単純にトッピングすると、本願発明に水分が十分に
供給されないため火通りが心配されるので、メロン皮生地とよく混合しなじませたほうが
よい。
【０１１４】
　メロンパンの皮１０個分の材料目安として加熱食品用材料を４０－６０ｇ、他の材料と
してはバター４０ｇ、砂糖１００ｇ、溶き卵４０ｇ、薄力粉２００ｇ、重曹４ｇ、水２０
ｇ、ブランデー少々である。
【０１１５】
　また、メロン皮の応用品として菓子パン生地を適量分割した後、その上に加熱食品用材
料をのせて更にその上に一般的なメロン皮やビスケット生地を被せてもよい。焼成時に菓
子パンやメロン皮、ビスケット生地から発生する水分や蒸気により加熱食品用材料に水分
と熱が加わり、適度な硬さに物性変化する。
【０１１６】
　糖分が多い場合にはメロン皮やビスケット生地の間からジューシーな糖液が流れ、穀物
粉が多い配合の場合は、しっかりした粒状になって残る。焼成後においても加熱食品用材
料が硬い場合は、荒熱が取れたあとに包装して一晩待つことにより水分平衡が起こり、適
度な食感になる。
【０１１７】
　焼成後、直ちに販売する場合には、穀物粉の添加量を少なくしたり、穀物粉の添加量が
減らせない場合は、小粒の加熱食品用材料を配合することで、水分、熱が供給、即ち火通
りはよくなる。
【０１１８】
［小麦粉加熱食品（Ｃ）］
　小麦粉加熱食品（Ｃ）には、デニッシュ、クロワッサンおよびパイ製品など、油分を多
く含む菓子、パンが含まれる。
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【０１１９】
・生地配合および仕込み焼成手順
　小麦粉、砂糖、バター、マーガリン、植物油、水、卵、牛乳、塩およびイースト等の材
料を任意の量だけ混合し最適な小麦グルテンが得られるまでミキシングする。通常のパン
に比べると軽く混合する。
【０１２０】
　このミキシングの最後の１－２分で加熱食品用材料を対粉５－２０重量％加えて混ぜ込
む。約２０－２３℃の場所で約３０分乾燥しないようにケースに入れて蓋をして一次発酵
を取る。但し、他の生地と比べてバター等が多く入ったいわゆるリッチな配合なので膨ら
みは少ない。
【０１２１】
　それから生地を延ばして１－３時間冷凍庫の中で休ませる。その後生地を取り出してバ
ター等をはさみ何層かに折り込む。再度、折りたたんだ生地を冷凍庫の中で１－２時間、
長い場合は冷蔵庫で１－２日間休ませてから二等辺三角形や正方形等にカットしたり丸め
たり、具材を乗せたり挟んだりする。約２８℃の場所で約２５－４５分二次発酵を取り、
つや出し用の卵を塗り１９０－２２０℃で１０－１５分焼成する。
【０１２２】
　バターを使う場合は融点が２７－２８℃と低い為、温度の高い場所での作業は極力注意
しないとバターが溶け出してきてしまう。なお、パイ製品の場合にはイーストが配合され
ていないので加熱食品用材料を投入し、ミキシング後生地を一旦休めてから薄く延ばし冷
凍庫へ１－３時間入れる。その後取り出した生地にバター等をはさみ何層かに折込む。再
度冷凍庫の中で１－２時間休ませた後、カットして成形したり具を挟んだりしつや出し卵
を塗って約２００－２２０℃で１５－３５分焼く。
【０１２３】
　普通のパン加工と異なり生地を何層にも折り込むので加熱食品用材料のサイズは小さな
もののほうが適する。なお、デニッシュやクロワッサン、パイなどの折りたたんだ生地の
場合は、生地そのものに混合するだけでなく、生地を折り込む際に一緒に加熱食品用材料
を折りたたんでも問題はない。
【０１２４】
［小麦粉加熱食品（Ｄ）］                                       
　小麦粉加熱食品（Ｄ）には、パウンドケーキ、アメリカンマフィン、クッキー、ビスケ
ット、ワッフル、スコーン、ホットケーキシュークリーム皮、スポンジ、ケーキドーナツ
、蒸しパン、中華まん等が含まれる。
【０１２５】
・生地配合および仕込み焼成手順
　小麦粉、砂糖、バター、マーガリン、植物油、水、卵、牛乳、塩、ベーキングパウダー
等の膨張剤やイーストを任意で組み合わせダマができないように混ぜ合わせる。最後に対
粉５－２０重量％の加熱食品用材料を加えて混ぜ込む。生地をしばらく休ませた後カップ
や型に入れたり、型でくり抜いたり、手で成形して焼き上げる。
【０１２６】
　蒸しパンの場合は生地を休ませた後、(イーストを配合した場合は発酵後)蒸気の上がっ
たセイロや蒸し器を利用して１５－２５分蒸し上げる。加熱食品用材料は生地に混合され
た場合、もしくはメロン皮やデニッシュ、クロワッサン等の生地の間に折り込まれたりす
ることで、焼成時の熱や水分、蒸気を享受し、物性変化、タンパク質熱変性、澱粉質のア
ルファ化もされる。
【０１２７】
　唯一の例外は蒸しパンや中華まんの場合であり、加熱の手段が蒸気によるものなので、
単純にトッピングしても焼け残りや溶け残りの心配はない。
【０１２８】
　なお、これらの生地の場合は、あまり生地の比重が軽いと混入した加熱食品用材料の全
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とができないことがある。従って適度な生地の比重があることが要求される。
【０１２９】
　但し、スポンジ生地の場合は加熱食品用材料が沈み込むことで、スポンジ生地の下方に
敷いた敷紙まで達する。スポンジの場合はこの敷紙をはずして、この面を表側にして商品
化する手法もある。
【０１３０】
　また、アメリカンマフィン等で生地をカップに入れてから加熱食品用材料をトッピング
した場合乾燥焼き状態として現れる場合がある。この場合は少しだけ指等で加熱食品用材
料を生地内に押し込むようにし、なじませることで解消される。
【０１３１】
　小型のクッキーやビスケットを作る場合は小さいサイズの加熱食品用材料を使用する方
が適する。クッキーやビスケットの場合、生地は小型で薄く、短時間で焼成され、且つ生
地の水分含有が少ないためである。通常作る場合より幾分水分を多めにしたり、生地の厚
さを厚めにして加熱食品用材料が生地の中に包み込まれるようにするとジューシーに仕上
がる。特にトッピングの成形では乾燥焼きが起きないよう注意する。
【０１３２】
　なお、小麦粉加熱食品Ａ～Ｄにおいて、その供給される形態は焼成品、半焼成品、冷凍
生地、冷蔵生地、ミックス粉等のいずれでも構わない。
【０１３３】
　その他、必要に応じて乳化剤、酸味料、保存料、ph調整剤、栄養強化剤等の添加物を加
えても問題ない。また小麦粉とは強力粉、中力粉、薄力粉、全粒粉等およびその加工品、
ミックス粉を指す。パンの名称や配合および作業手順・時間は、適宜変更、調整される。
【０１３４】
［加熱食品］
　加熱食品用材料を一般的な焼いたり炒めたりして調理する食品にも応用が可能となる。
加熱食品には、一般的な焼く、炒める、蒸す、フライする料理、和洋中華などが含まれる
。また、加熱殺菌される飲料、ドレッシングなども加熱食品に含まれるものとする。そし
てそれらの流通形態は常温、冷蔵、冷凍でも可能である。
【０１３５】
　この場合は穀物粉の割合が比較的高い加熱食品用材料を使用するのがよい。糖分の比率
を少なくすることで、加熱食品用材料の呈味原料として、カレーやガーリック、香味原料
やソース、しょうゆ、塩なども対象にするとことができる。
【０１３６】
　従来は粉末や液状化した材料だったものが、固形として提供できることで、保管性、料
理に点在的に風味、食感を付与することができるので、いままでにない料理を創作するこ
とができる。
【０１３７】
　例えば、加熱食品用材料を炒める場合には、鍋などを介して高温にさらされるため、パ
ンなどの生地に混合された場合と異なり、短時間で熱変性などの物性変化が起こり、加熱
食品用材料の完成形態になる。
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